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<<<<  用用  語語  のの  解解  説説  >>>>  

 

 

                                         ＜＜ああ行行＞＞  

 

■■  愛愛食食運運動動  

  道が提案している「道産食品を愛用しよう」という運動。スローフード運動や地産地消、食育の

取組を総合的に普及啓発し、食に対する考え方等を見直す活動。 

 

■■  遺遺伝伝子子組組換換ええ作作物物  

  ある作物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、その性質を持たせるために組み込まれた作物

のこと。ＧＭ（Genetically Modified）作物ともいう。 

  自然では交配しない作物から遺伝子を持ってくることができるため、従来の掛け合わせによる品

種改良では不可能と考えられていた特長を持つ農作物を作ることができる。 

  道では、ＧＭ条例を制定し、道内における遺伝子組換え作物の栽培ルール等を規定している。 

 

■■  エエココフファァーーママーー  

  「持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」（導入指針）に基づく生産方式を導入してお

り、北海道知事より認定を受けた農業者の愛称。 

北海道では、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等

に関する法律」（みどりの食料システム法）に基づき、北海道知事が認定した農業者等のうち、導

入指針に基づく生産方式を導入するとして認定を受けた農業者がこの愛称を使用できる他、令和４

年７月１日に廃止された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、北海

道知事から認定を受けた農業者も認定期間終了までこの愛称を使用できる。 

 

                                         ＜＜かか行行＞＞  

 

■■  開開放放系系  

  施設、設備その他の構造物の外部の大気や水、土といった環境中への遺伝子組換え生物等の拡散

を防止する措置がとられていない状態のこと。 

 

■■  化化学学肥肥料料  

  肥料のうち化学合成されたもの。化学合成とは、化学的手段（生活現象に関連して起こる発酵、

熟成等の化学変化を含まない。）によって化合物及び元素を、構造の新たな物質に変化させること

をいう。（「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」） 

 

■■  関関税税割割当当制制度度    

  一定の輸入数量（割当数量）の枠内に限り、無税又は低税率（一次税率）を適用して、需要者に

安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、高税率

（二次税率）を適用することによって国内生産者の保護を図る仕組みのこと。 
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■■  牛牛群群検検定定（（乳乳用用牛牛群群能能力力検検定定事事業業））  

地域の酪農家で組織する検定組合に所属する検定員が、毎月１回、組合に加入する酪農家が飼養

する乳牛の乳量・乳成分率・体細胞数・繁殖成績・濃厚飼料給与量等のデータを記録し、収集した

データを「検定成績表」として加入する酪農家へ提供する仕組みのこと。 

各酪農家は、出荷する生乳の品質管理や、飼養する乳牛の飼養・繁殖管理、経営内の牛群の改良

（雌牛の選抜・淘汰）など、様々な要素から経営改善に役立てている。 

 

■■  基基幹幹的的農農業業従従事事者者  

  農業就業人口（自営農業に主として従事した世帯員）のうち、普段仕事として主に農業に従事し

ている者。 

 

■■  ググリリーーンン・・ツツーーリリズズムム  

  緑豊かな農村地域において、その自然や文化、人々との交流を楽しみながらゆとりある休暇を過

ごす滞在型の余暇活動のことで、農業生産活動や農産物を仲立ちとした人的な交流を主体としたも

のをいう。 

  グリーン・ツーリズムを受け入れる農村の取組には、ファームイン（農家民宿）、ファーム（農

家）レストラン、直売所、観光農園、市民農園等がある。 

 

■■  ククリリーーンン農農業業  

  堆肥等の有機物の施用などによる土づくりに努め、化学肥料や化学合成農薬の使用を必要最小限

にとどめるなど、農業の自然循環機能を維持増進させ、環境との調和に配慮した安全・安心で品質

の高い農産物の生産を進める農業。 

 

■■  後後代代検検定定（（乳乳用用種種雄雄牛牛後後代代検検定定事事業業））  

種雄牛の候補となる雄牛（候補種雄牛）の遺伝的能力を、その娘牛（後代検定娘牛）の牛群検定

成績などから評価する方法のこと。 

 

■■  荒荒廃廃農農地地  

  現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に

不可能となっている農地。 
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■■  個個人人経経営営体体  

個人（世帯）で事業を行う経営体をいう。なお、法人化して事業を行う経営体は含まない。また、 

個人経営体は、世帯員の従事の状況や農業所得等によって、次のとおり分類される。 

主
副
業
別 

主業経営体 農業所得が主（世帯所得の50％以上が農業所得）で、調査期日前１年

間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経

営体をいう。 

準主業経営体 農外所得が主（世帯所得の50％未満が農業所得）で、調査期日前１年

間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経

営体をいう。 

副業的経営体 調査期日前１年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯

員がいない個人経営体をいう。 

農業専従者 調査期日前１年間に自営農業に150日以上従事した世帯員をいう。 

農
業
従
事
者
等 

農業従事者 15歳以上の世帯員のうち、調査期日前１年間に自営農業に従事した者

をいう。 

基幹的農業従事者 15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事して

いる者をいう。 

 

■■  ココンントトララククタターー  

  農作業機械と労働力を有して、農家から農作業を請け負う組織。農業者による営農集団や農協の

ほか、民間企業によるものがある。 

 

                                        ＜＜ささ行行＞＞  

 

■■  食食育育  

  様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を有し、健全な食生活を実践する

ことができる人を育てること。 

 

■■  食食品品ロロスス 

  本来食べることができるにもかかわらず捨てられてしまう食品のこと。 

 

■■  食食料料自自給給率率  

  国民の食料消費が、国内の食料生産でどの程度賄えているかを示す指標で、食料全体における自

給率を示す総合食料自給率には「供給熱量ベース」と「生産額ベース」の２つがある。 

  国民に供給される熱量（総供給熱量）に対する国内生産の割合を示す「供給熱量ベース」につい

ては、平成30年度（2018年度）で37％（概算）と、主要先進国で最低の水準となっており、世界の

食料需給が中長期的にひっ迫する可能性があると言われる中、不測の事態（世界的な不作等による

食料輸入の大幅な減少等）が生じた場合に、国民が必要とする食料が確保できなくなることも懸念

されている。 

 

■ 食食料料自自給給力力 

  国内農林水産業生産による食料の潜在生産能力を示す概念で、その構成要素は、農産物は農地・
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農業用水等の農業資源、農業技術、農業就業者、水産物は潜在的生産量と漁業就業者とされている。 

■■  ススママーートト農農業業  

  ロボット技術やＩＣＴ等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする新たな農業。 

 

■■  セセンンシシンンググ（（リリモモーートトセセンンシシンンググ））  

対象物に触れることなく、物体が反射・放射する電磁波を遠隔（人工衛星やドローン）から計測

することにより、物体の形状や性質などを識別する技術。 

 

                                        ＜＜たた行行＞＞  

 

■■  地地域域計計画画（（人人・・農農地地ププラランンのの法法定定化化））  

農地中間管理事業の円滑な推進を図るため、市町村では人・農地プランを作成し、地域の中心と

なる経営体への農地の集約化に向けた取組を行ってきたところであるが、令和４年５月の基盤法の

一部改正に伴い、人・農地プランは法定化され、令和７年３月末までに、農業を担う者ごとに利用

する農用地等を表示した「目標地図」を盛り込み、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利

用の姿を明確化した「地域計画」を作成するものとされている。 

  

■■  地地産産地地消消  

  地域で生産された産物を、その地域で消費するという考え方により行われている取組で、各地に

おいて、直売所等を利用した新鮮な地場産品の販売のほか、消費者と生産者の交流活動など多様な

取組が展開されている。 

 

■■  地地理理的的表表示示（（ＧＧＩＩ））  

  農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質や社会的評

価等の確立した特性が当該産品と結びついているということを特定できる名称の表示。 

 

■■  デデジジタタルルトトラランンススフフォォーーメメーーシショョンン  

  ＩｏＴやＡＩ、クラウドといったデジタル技術を使って、既存製品の付加価値を高めたり、業務

の効率化を図ったりする「デジタル化（digitalization）」にとどまらず、デジタル技術を駆使し

て経営や事業の在り方、生活や働き方を変革すること。 

 

■■  糖糖価価調調整整制制度度  

  輸入糖及び異性化糖と国産糖の価格を調整し、輸入糖、異性化糖及び加糖調整品からの調整金並

びに国からの交付金を財源として、国産糖及び原料作物への助成を行う制度のこと。 

 

■■  道道産産食食品品独独自自認認証証制制度度（（ききららりりっっぷぷ））      

  北海道の豊かな自然環境や高い技術を活かして生産される安全で優れた道産食品を認証する仕組

みとして、道が平成16年４月から始めた制度。平成31年１月現在で21の品目に関する認証基準が定

められており、各々において、①原材料に関する基準、②生産情報の提供に関する基準、③安心に

関する基準、④商品特性の評価に関する基準及び⑤官能検査の方法に関する基準が規定され、これ

らに適合する審査を受けることが要件となっている。「きらりっぷ」という愛称で呼ばれ、商品に

は認証マークが付けられている。 
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■■  道道産産食食品品登登録録制制度度     

北海道の豊かな自然環境の下で生産された農産物等の原材料を使用して、道内で製造・加工され

た道産食品を登録する仕組みとして、道が平成18年１月から始めた制度。道産原材料については、

北海道産（記載可能なものは市町村名やその他一般に知られた地名）と表示することや、商品形態

については、最終の出荷形態と消費者の入手形態は同一のものであること等が要件となっている。

商品には登録マークが付けられている。 

  

■■  道道産産食食品品全全国国モモニニタターー  

  全国46都府県に各１名ずつ設置している。道産食品の表示状況を消費者の日常の購買行動の中で

調査するとともに、道産食品の表示などについて意見を提言するモニターのこと。 

 

■■  特特定定危危険険部部位位    

   牛の体内でＢＳＥの原因となるＢＳＥ（異常型）プリオンたんぱく質が蓄積されやすい部位。日

本においては全月齢の牛の扁桃、回腸遠位部（回腸末端２メートルの部分）、30か月齢の牛の頭部

（舌及び頬肉を除く）、せき髄、せき柱のことをいう。 

 

■■  鳥鳥イインンフフルルエエンンザザ    

  Ａ型インフルエンザウイルス感染による家きんの疾病。そのうち、家きんに高致死性の病原性を

示すもの等を、高病原性鳥インフルエンザと呼ぶ。 

 

■■  トトレレーーササビビリリテティィシシスステテムム  

  食品の生産、加工、流通及び消費に至る各過程において、食品の移動を把握することで、食品が

どこから来てどこへ行くのかを分かるようにする仕組み。 

  個々の生産者・食品事業者が、何を、いつ、どこから入荷し、どこへ出荷したかを記録し、それ

を保存することにより、問題が発生した場合に、その発生か所を速やかに特定し、商品を回収する

など、食品の流通ルートの安全性を確保することなどの効果がある。 

■■  ドドロローーンン（（無無人人航航空空機機））  

  航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器

であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により、飛行させる

ことができるものをいう。（航空法より抜粋） 

 

                                        ＜＜なな行行＞＞  

 

■■  中中食食（（ななかかししょょくく））  

  レストラン等へ出かけて食事をする「外食」と、家庭内で手作り料理を食べる「内食（ないしょ

く、または、うちしょく）」の中間にあって、市販の弁当やそう菜、調理済みパンなど、家庭外で

調理・加工された食品を家庭や職場、学校、屋外等へ持ち帰り、そのまま食事として食べること。 

 

■■  認認定定農農業業者者    

  農業経営基盤強化促進法に基づく制度で、経営改善を図ろうとする農業者が自ら農業経営改善計

画を作成・申請し、①市町村の基本構想に照らして適切であり、②その計画の達成される見込みが

確実で、③農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である、との基準に適合する農業者

として、市町村等（農業経営を営む区域が複数市町村にまたがる場合、国又は都道府県が認定）か
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ら計画の認定を受けた者。 

 

■■  農農業業経経営営体体 

農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が次の規

定のいずれかに該当する事業を行う者。 

① 経営耕地面積が30アール以上の規模の農業 

② 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数、その他の事業の規模が一定の基準以

上の農業 

③ 農作業の受託の事業 

 注１：令和元年までの統計の定義 

農業経営体は、１世帯（雇用の有無を問わない。また、農家が法人化した形態である一戸一

法人を含む。）で事業を行う「家族経営体」と、複数戸法人等、家族経営体以外で農産物の生

産もしくは農作業の受託のみを行う「組織経営体」に分けられる。 

 注２：令和２年からの統計の定義 

農業経営体は、１世帯（雇用の有無を問わない。なお、一戸一法人は含まない。）で事業を

行う「個人経営体」と、個人経営体以外の「団体経営体」とし、団体経営体のうち法人化して

事業を行う経営体を「法人経営体」と再定義される。 

 

■■  農農業業就就業業人人口口 

自営農業に従事した世帯員（農業従事者）のうち、調査期日前１年間に自営農業のみに従事した

者又は農業とそれ以外の仕事の両方に従事した者のうち、自営農業が主の者の人口。 

 

■■  農農業業法法人人・・農農地地所所有有適適格格法法人人      

  「農業法人」は農業を営む法人の総称で、農地等の利用の有無にかかわらない。 

  「農地所有適格法人」とは、農地法第２条第３項の規定に適合し、農地の所有権や賃借権等の権

利を取得できる法人。農地を所有できる法人であることを明確にするため、28年４月の農地法改正

により、要件を満たす法人の呼称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更された。 

 

■■  農農村村ツツーーリリズズムム    

  農山漁村の豊かな自然や食、歴史・文化、生活体験などを観光資源に生かし、農業や観光業など

多様な主体が地域ぐるみで取り組む滞在型観光。 

 

■■  農農地地中中間間管管理理機機構構    

  農地中間管理事業に係る業務の実施主体として、農地保有合理化法人に代わって、都道府県に一

を限って指定された法人。本道においては、（公財）北海道農業公社が、平成26年３月26日に道か

ら機構の指定を受けている。 

 

■■  農農地地中中間間管管理理事事業業      

  農地中間管理機構が農用地等の出し手から農用地等を借受け、必要に応じて基盤整備などの条件

整備を行い、担い手がまとまりのある形で利用できるよう配慮して貸し付ける制度。 

 

■■  農農地地売売買買等等事事業業      

   農地中間管理機構が農用地等を出し手から買入れ、一時貸付け後に担い手へ売り渡す事業。平成
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25年度まで農地保有合理化法人が行ってきたが、農地中間管理事業の創設とともに、農地中間管理

機構が実施する特例事業として継続された。  

  

■■  農農泊泊  

  農山漁村地域ならではの伝統的な生活体験と地域の人々との交流を楽しみつつ、農家や古民家等

での宿泊によって、旅行者にその土地の魅力を味わってもらう農山漁村滞在型旅行。 

 

                                        ＜＜はは行行＞＞  

 

■■  ババイイオオママスス  

  生物資源（量）を表す概念で、再生可能な生物由来の有機性資源で、石油や石炭等の化石資源を

除いたものをいう。具体的には、稲わらやもみ殻、食品廃棄物、家畜排せつ物、木くず等で、エネ

ルギ－や新素材等として利用可能なもの。 

  バイオマスをエネルギーや新素材として利用することは、地球温暖化防止や循環型社会の形成、

農林漁業の活性化など、早急に取り組むべき課題解決に貢献できることから注目されている。 

 

■■  反反転転均均平平工工法法  

  ほ場整備の整地工において、従来のブルドーザによる「突き均し工法」や「表土扱い工法」に代

わり、トラクタ又はブルドーザに装着されたレーザープラウを用いて土壌を反転し、ほ場の乾燥後、

レーザーレベラーで均平作業を行う工法。従来工法に比べ表土の移動がなく、また、作業速度が速

いことから、工事費に係る建設コストの縮減が図られる。 
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■■  販販売売農農家家  

  家族経営体のうち、経営耕地面積が30a以上又は調査期日前１年間における農産物販売金額が50

万円以上の農家。また、販売農家は、世帯員の従事の状況や農業所得等によって、次のとおり分類

される。  

販
売
農
家 

 

専
兼
別 

専業農家 世帯員の中に兼業従事者（調査期日前１年間に他に雇用され

て仕事に従事した者又は農業以外の自営業に従事した者）が

１人もいない農家 

兼業農家  世帯員の中に兼業従事者が１人以上いる農家 

第１種 世帯員の中に兼業従事者が１人以上いる農家で、農業所得を

主とする農家 

第２種 世帯員の中に兼業従事者が１人以上いる農家で、農業所得を

従とする農家 

 

主
副
業
別 

主業農家 農業所得が主（農家所得の50%以上が農業所得）で、65歳未満

の農業従事60日以上の者がいる農家 

準主業農家 農業所得が主（農家所得の50%未満が農業所得）で、65歳未満

の農業従事60日以上の者がいる農家 

副業的農家 65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家 

  ※令和元年までの統計の定義 

 

■■  フファァーームムイインン  

   農家民宿のこと。近年では農村地域において、ファームインを通して、その自然や文化、人々と

の交流を楽しみながらゆとりある休暇を過ごす滞在型の余暇活動（グリーン・ツーリズム）が進め

られている。 

 

■■  ふふれれああいいフファァーームム  

  道では、平成９年度から都市住民との交流活動に意欲的な農業者の農場を「ふれあいファーム」 

として登録。道民に気軽に農場に訪れてもらい、農作業体験や農業者の方々との語らいを通して、 

日ごろ接する機会の少ない農業の実際の姿に触れ、農村の魅力を感じてもらうための交流拠点の役 

割を果たすもの。登録農場では、田植えや稲刈り、野菜や果実の収穫、加工体験、農産物の直売、 

ファームレストラン、ファームイン等、農業者自らの創意と工夫を凝らした様々な取組が行われて 

いる。 

  

■■  北北海海道道米米のの道道内内食食率率    

  道内で消費される米に占める北海道米の割合のこと。 

 

                                        ＜＜やや行行＞＞  

 

■■  有有機機農農業業  

  化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを

基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行わ

れる農業をいう。「有機農業の推進に関する法律」第２条で定義されている。 
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■■  有有機機農農産産物物  

  「日本農林規格等に関する法律」（ＪＡＳ法）に基づく、「有機農産物の日本農林規格」で基準が

定められた生産方法の基準（有機ＪＡＳ規格）により、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を

避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に

由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産された農産

物をいう。 

 

■■  遊遊休休農農地地  

過去１年以上作物を栽培せず、耕作できる状態が保たれていない農地又は周辺農地と比較して利

用程度が著しく低い農地。 

  

■■  優優良良農農地地  

  一団のまとまりのある農地や、農業水利施設の整備等を行ったことによって生産性が向上した農

地など良好な営農条件を備えた農地のこと。 

 

                                        ＜＜らら行行＞＞  

 

■■  ラライイブブココママーースス  

  ライブ配信と電子商取引（ＥＣ）を組み合わせた販売形式で、配信者からリアルタイムで商品説

明を受け、質問することができるため、詳細な商品情報が得られ、購入につながる割合が高いとさ

れている。 

 

■■  酪酪農農ヘヘルルパパーー    

  酪農家に代わって、搾乳や飼料給与などの作業に従事する人のこと。 

  酪農家は、朝夕２回の搾乳作業などにより、１年を通じて休みが取りにくい実態にあるが、酪農

ヘルパーの利用により休日を確保できる。 

 

■■  リリススククココミミュュニニケケーーシショョンン    

  リスク評価の結果やリスク管理の方法について情報を共有しつつ、リスク評価者、リスク管理者、

消費者、生産者、事業者、研究者、流通・小売等の関係者が相互に情報や意見を交換すること。 

 

■■  ６６次次産産業業化化  

  第一次産業である農林水産業が、農林水産物の生産だけにとどまらず、それを原材料とした加工

食品の製造・販売や観光農園のような地域資源を生かしたサービスなど、第二次産業や第三次産業

にまで踏み込むこと。 

 

                                      ＜＜ＡＡＢＢＣＣ＞＞  

 

■■  ＢＢＳＳＥＥ（（牛牛海海綿綿状状脳脳症症、、BBoovviinnee  SSppoonnggiiffoorrmm  EEnncceepphhaallooppaatthhyy））  

    牛の病気の一つ。ＢＳＥに感染した牛では、プリオンと呼ばれる病原体が、主に脳に蓄積するこ

とによって、脳の組織がスポンジ状（海綿状）になり、異常行動、運動失調等の中枢神経症状を呈

し、死に至ると考えられている。 
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■■  ＥＥＣＣ（（電電子子商商取取引引、、EElleeccttrroonniicc  CCoommmmeerrccee））  

  物・サービスの売却あるいは購入を、企業、個人等の間でインターネット上で行われるもの。  

誰でも、時間や場所の制限なく参加できるというメリットがあり、その規模は近年ますます拡大

傾向にある。 

 

■■  ＥＥＰＰＡＡ（（経経済済連連携携協協定定、、EEccoonnoommiicc  PPaarrttnneerrsshhiipp  AAggrreeeemmeenntt））  

  ＦＦＴＴＡＡ（（自自由由貿貿易易協協定定、、FFrreeee  TTrraaddee  AAggrreeeemmeenntt）） 

  関税の撤廃や制度の調整などによる相互の貿易促進を目的として、２以上の特定の国・地域との

間で締結されるもので、物やサービスの貿易自由化を行う協定をＦＴＡといい、物やサービスの貿

易自由化だけでなく、知的財産の保護、競争政策、協力の促進等、幅広い分野を含む協定をＥＰＡ

という。 

 

■■  ＧＧＡＡＰＰ（（農農業業生生産産工工程程管管理理、、GGoooodd  AAggrriiccuullttuurraall  PPrraaccttiicceess））  

  農業において、食品安全や環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理の持続可能性を確保す

るため、関係法令等の内容に即して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な

実施、記録、点検及び評価を行う持続的な改善活動のこと。 

 

■■  ＧＧＩＩＳＳ（（地地理理情情報報シシスステテムム、、GGeeooggrraapphhiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm））  

  位置に関する情報を持ったデータを総合的に管理・加工し、視覚的に表示して高度の分析や迅速

な判断を可能にするシステムのこと。 

 

■■    ＧＧＮＮＳＳＳＳ（（ＧＧＰＰＳＳ））ガガイイダダンンススシシスステテムム（（衛衛星星測測位位シシスステテムムをを活活用用ししたたガガイイダダンンススシシスステテムム））  

  人工衛星からの位置情報を受信してトラクターの走行位置や走行ラインを画面に表示する機器。 

 ＧＮＳＳとは、衛星測位システムの総称（Global Navigation Satellite Systemの略）。 

  ＧＰＳとは、アメリカ合衆国によって運用される衛星測位システム（Global Positioning 

Systemの略）。 

 

■■  ＨＨＡＡＣＣＣＣＰＰ（（ハハササッッププ又又ははハハセセッッププ、、HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  aanndd  CCrriittiiccaall  CCoonnttrrooll  PPooiinntt））  

  米国のＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）で宇宙食の安全性確保のために開発された食品衛生管理

システムで、最終製品を抜き取って検査する従来の方法とは違い、原料の受入れから製造・出荷ま

での各工程において、健康に害を及ぼす可能性をチェックし、対策を立て、特に重要な工程につい

て、集中的な衛生管理を行うことにより、安全性を高める手法のこと。 

  

■■  ＩＩＣＣＴＴ（（情情報報伝伝達達技技術術、、IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy））  

情報や通信に関する技術の総称。ＩＴに「Communication」（通信・伝達）という言葉が入ってお

り、ＩＴよりも通信によるコミュニケーションの重要性を強調。 

単なる情報処理にとどまらず、ネットワーク通信を利用した情報や知識の共有を重要視している。 

 

■■  ＩＩｏｏＴＴ（（モモノノののイインンタターーネネッットト、、IInntteerrnneett  ooff  TThhiinnggss））  

    様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され、（単につながるだけでなく、モノがインタ

ーネットのようにつながる）、情報交換することにより相互に制御（自動認識や自動制御）する仕

組み。 
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■■  ＫＫＯＯＬＬ（（キキーー・・オオピピニニオオンン・・リリーーダダーー、、KKeeyy  OOppiinniioonn  LLeeaaddeerr））  

  情報発信を目的とせず、顧客コミュニティーをリードする立場の人。 

  

■■  ＲＲＣＣＥＥＰＰ（（地地域域的的なな包包括括的的経経済済連連携携、、RReeggiioonnaall  CCoommpprreehheennssiivvee  EEccoonnoommiicc  PPaarrttnneerrsshhiipp  AAggrreeeemmeenntt））  

    日本、中国、韓国、インド、オーストラリア及びニュージーランドの６か国がＡＳＥＡＮと持つ

５つのＦＴＡを束ねる広域的な包括的連携協定であり、2011年11月にＡＳＥＡＮが提唱し、2012年

11月のＡＳＥＡＮ関連首脳会合において交渉立ち上げが宣言され、翌年から交渉が開始。2020年11

月の第４回ＲＣＥＰ首脳会議の機会に署名が行われ、2022年１月に発効した。 

 

■■  ＳＳＤＤＧＧｓｓ（（「「持持続続可可能能なな開開発発目目標標、、SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss））  

   2015年9月、「国連持続可能な開発サミット」において採択された「我々の世界を変革する：持続

可能な開発のための2030アジェンダ」で掲げられた、2030年までの国際社会全体の目標。17のゴー

ル（目標）と169のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・

社会・環境をめぐる広範な範囲に総合的に取り組むこととしている。 

 

■■  ＴＴＭＭＲＲ（（完完全全混混合合飼飼料料、、ＴＴoottaall  MMiixxeedd  RRaattiioonnss））  

   乳牛が必要とする栄養素（粗飼料と濃厚飼料）がバランスよく配分されている飼料のこと。 

  飼料成分が均一であるため、第一胃内の発酵を安定させることができ、乳量、乳質を高位に安定

させ消化器系の疾病を減らし、繁殖成績を向上させる働きがある。 

 

■■  ＴＴＰＰＰＰ協協定定（（環環太太平平洋洋パパーートトナナーーシシッッププ協協定定、、TTrraannss--PPaacciiffiicc  PPaarrttnneerrsshhiipp  AAggrreeeemmeenntt））  

    2010年に交渉が開始されたＥＰＡ。日本は2013年７月から交渉に参加し、12か国（オーストラ

リア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シ

ンガポール、ベトナム）により交渉が進められ、2015年10月、大筋合意し、2016年２月、署名に

至ったが、2017年１月に米国が離脱を宣言。 

  このため、11か国がＴＰＰの早期発効に向けた検討を行うことで合意し、同年11月に環太平洋パ

ートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（ＣＰＴＰＰ）を大筋合意し、2018年３月に署名

が行われ、12月に発効した。 

（CPTPP：Comprehensive and Progressive Agreement for TPP） 

  ＴＰＰ協定は、物品貿易だけではなく、サービス・投資の自由化を進め、さらには知的財産、電

子商取引、国有企業など幅広い分野（前文＋30章）で新しいルールを構築するとされている。 

 

■■  ＷＷＴＴＯＯ（（世世界界貿貿易易機機関関、、WWoorrlldd  TTrraaddee  OOrrggaanniizzaattiioonn））  

  ＧＡＴＴ（関税と貿易に関する一般協定）体制に代わり、貿易に関する協定の管理や加盟国間の

貿易交渉を推進する国際機関として、1995年１月に発足。本部はスイスのジュネーブ。 

 

■■  YYEESS!!cclleeaann表表示示制制度度（（北北ののククリリーーンン農農産産物物表表示示制制度度））  

  農産物ごとに定められた化学肥料や化学合成農薬の使用基準や他の農産物と分別して収穫・保

管・出荷するなど、一定の基準をクリアした生産集団が生産・出荷する農産物に「YES!cleanマー

ク」を表示し、併せて、化学肥料の使用量や化学合成農薬の使用回数などの栽培情報を知らせる道

独自の表示制度で「北のクリーン農産物表示要領」に基づくもの。 
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○表紙写真（新顔野菜を栽培・生産している農家さん・P98コラム参照） 

 

上 らっかせい（芽室町） 

中 に ん に く（北見市） 

下 さつまいも（由仁町） 
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